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平成25年3月29日

1
甲府，神戸，奈良，大津，和敬

広島，岡山，松江，福岡，佐賀

宮崎,福島，山形，盛岡，秋田

函館，旭川，釧路，高松，徳島

地方裁判所事務局総務課長殿

）

家庭裁判所事務局総務課長殿 攝価

最高裁判所事務総局情報政策課課長補佐池田 賊

期日進行管理プログラム（家事事件用）等用サーノ蝋の集約

・等について（事務連絡） ．

標記プログラム,期日進行管理プログラム(簡裁民事事件用)及び調停委員出勤

管理プログラム（以下｢期日P」という｡）用のサーバ機(以下｢期日Pサーバ機」

という。 ）の更新等については， 3月29日付け当課参事官事務連路によりお知ら

せしたところですが，同更新等に伴うデータ移行等の作業内容は別紙1のとおりで

すので，よろしくお取り計らいください。

なお，同作業に必要となるブﾛダﾗﾑ等を格納したCD(以下｢ｻｰ機更新等

作業用CD」という。 ）を別途送付しまずので，対象庁に送付してください。

おって，別添の調査表につき，貴庁管内の各対象庁分をとりまとめの上， 5月2

）



日 （木）までに情報政策課情報処理第一係 まで

メールで送付してください。 0
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(別紙1）

データ移行作業等について

1データ移行作業等の対象庁及びスケジュール・

別紙2記載のとおり

2作業内容（以下の(1)～(4)の項目は，別紙2を参照のこと）

（1）調査表の提出（5月2日まで）

別添の調査表の記載例を参考に,請負業者及び情義政牽課との日程調整等の
連絡窓口となる担当者の氏名及び連絡先等を記載して提出する。

（2）データ移行作業（5月7日から同月24日まで）

ア日程鯛整

当課から各対象庁に対して，データ移行作業日 （開庁日）の提示をするの

で， これを受けて日程の調整を行う。

イ当日作業

対象庁において期日Pサーバ機のデータ移行等を行うために必要な作業賎

別紙3のとおりである。各作業は，サーバ機更新等作業用CDに格納してあ

るデータ移行手順書に記載のとおり，利用している期日P及び後見事件管理

プログラムに対応した手順で行う。

なお，財産管理事件管理システムを利用している対象庁については，平成

24年11月2．2日付け家庭局第一課専門官事務連絡を参考にデータ移行を

行う。 ．

おって,相続放棄等事件管理ｼｽデﾑの導入庁については,同日付け家庭

局第一課専門官事務連絡を参考にデｰﾀ移行を行う。

(3)ハードディスク削除作業（5月27日から6月7日まで）

期日Pｻｰパ機のﾊｰデｨｽｸ内に保存されている全てのデｰﾀは,情報

政策課がリモートで削除する。その準備として対象庁において，次の作業を行

）

）



ｰ

フ｡

､ア別途データの削除作業に関する事務連絡を発出するので，削除作業当日，

速やかに作業に取りかかることができるよう，サーバ機更新等作業用CDを
用意する。

イ当課より連絡窓口担当者に電話で指示をするので，その指示に従ってリモ

ート接続を開始する(各対象庁の担当者が行う作業時間は概ね5分程度であ
． 1 ．

､り，その後のハードディスク削除作業は，当課で行う。 ） 。

注意! ！

作業後は期日Pｻｰﾉ蝋のﾊｰドﾗ;ｲｽｸ内のデｰﾀが全て削除されますので,期日Pｻ

ｰバ機内に期日P以外の他のデｰﾀを保存している場合には,本作業前に必ずデｰﾀ
を待避してください。

I

(4)サーバ機撤去作業（6月10日から同月28日まで）

期日Pサーバ機の撤去作業は,請負業者が行う。その準備として対象庁にお
いて，次の作業を行う6

ア日程調整

請負業者から各対象庁に対して，直接作業予定日（開庁日)･の提示がある

ので， これを受けて日程の調整を行う。

イ撤去作業日までの準備

作業日までに，電源ケーブル，ディスプレイケーブル及びLANケーブル

をサーバ機から取り外し，別途各対象庁ごとにお知らせする予定であるリー

ス物品一覧表記載の各機器を全て取りまとめて,撤去できる状態にしておく。

照会先

情報政策謝青報処理第一係

電話番号:03-3264-8Ⅲ(内線■■■■■リ

夜間直通:■■■■■■■■■
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4

メールアドレス：
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(別紙2） ー
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1

側表1）

サーバ集約化対象庁（被集約庁） （25庁）
肝 ． ．

）

I

~

〃

(注）

1集約先となるサーバ庁においては，集湖上に伴うデータ移行に関する作業は発生しない。
2集約後，対象庁（被集約庁）のデータは集約先となるサーパ庁へ移行する必要がある鯵行
は対象庁（被集約庁）が行う。 ） 。

3集約後の対象庁(被集約庁）のデータのバックアップは対象庁(被集約庁）がリモートにて
行うことを予定している6

4尼崎簡易裁判所及び奈良簡易裁判所は， クライアント兼サーバからサーバに集約される ．
ため，ハードディスク削除作業及びサーバ機撤去作業を行うことはない。

畠 と 錘刊j

NO● 対象庁(被集約庁）
●

1 水戸

2 甲府家庭裁判所
3。 大津家庭裁判所．
4 和賊山

守

■

5 富山塞庭裁判所
6 広島家庭裁判所福山支部
7 岡山繩裁判所倉敷支部
8 栓江家庭裁判所 ●

9 福間家庭裁判所飯塚支部
0

口

10 佐賀家庭裁判所．
11

b e

大分家庭裁判所

12 宮癖燕蕊糊所
13 福島家庭裁判所

●

14 山形家庭裁判所 ○

申 r■

｡●
15

｡ ●

。ー－

壁閥冒

F● ■

2廷誠: 1所

16 秋田家謹 卜】
I 副所

17 》 i判所

18 函館家庭裁判所
19 igjII家庭裁判所

O

別 釧路家庭裁判所
21 釧路家庭裁判所帯広支部

22 高松家庭裁判所
23 徳島家庭裁判所

NO. 集約先となるサーバ庁

1 水戸簡易裁判所

2 甲府簡易我判所

． 、 3 太津簡易裁判所 ． ．

4 和欧山簡易裁判所
』

5 富山簡易裁判所

6 篭山簡易裁判所
b

7． ．
▽

倉敷簡易戴判所

8 松江簡易裁判所
・ 9

b

飯塚簡易裁判所

.10 佐賀簡易裁判所 ｡ ■

11 大分簡易裁判所

● 12 判所

13． 福島簡易裁判所
14 ． 山形簡易裁判所
15

6 蛭岡繭

16 ． 刃 田簡易謝綱所

17 ． 鷺
● ｡

４

ｄ

■

ｄ

ロ簾簡易裁判所

18 I函寵簡易裁判所
19 X即1I簡易裁判所

20 釧路簡易裁判所
■ ■

0

21 帯広簡易裁判所

22 高松簡易裁判所
◆ ●

23 徳島簡易裁判所

ひ

恥． 対象庁(被集約庁）
ﾛ ● e ■

24 尼崎簡易銭判所
≠

・ 25 奈良簡易裁判所
b o

NO. ‘諭先となるサーバ庁
■ ■ ◆

24 神戸家庭裁判所尼崎支部

25 奈良家庭裁判所



(別表2）

クライアント兼サーバ化対象庁（10庁）●

1

）
●

◆

ノ

No. 対象庁
●●

1 千葉家庭裁判所木更溌支部

2． 長野票庭裁判所上田支部

3 広島家庭裁判所尾道支認．

4 岡山家庭裁判所瀧山支部

5 宮崎家庭裁判所都城支剖 ． ‐

6 仙台家庭裁判所古ﾉ11支曾 I
7． 仙台家庭裁判所石巻支部

8 福島家庭裁判所会津若松支部

9 高松家庭裁判所丸亀支部､ .:

10 松山家庭裁哨所西条支部



(別添）鯛査表
阜一

一

3餓欄は,管内の対象庁の数だけ適宜追加してください。●

配戟欄）

裁判所名 郵便 住所 担当者連錯先

(内職直通
部署名 蝶担当者名 電賠番号

メールアドレス

F

■■

各担当者は,日程鯛整
や連絡等の窓口となりま
す。

●

配載例）

餓判所名 郵便番

壗識
住所 担当部署名 担当者名 電賭番号

メールアドレス

～

●●県●●市●●町0丁目o番0号
､簡易観判研 ”…
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